
亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和３年４月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第１８号 

 

亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 

亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成１７年亀山市規則第１３号） 

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（特別休暇） （特別休暇） 

第２０条 条例第１５条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は、当該各号に定める期間と

する。 

第２０条 条例第１５条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は、当該各号に定める期間と

する。 

（１）～（１０）（略） （１）～（１０）（略） 

（１１）中学校就学の始期に達するまで

の子（配偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育する職員

が、その子の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要なもの

として市長が定めるその子の世話を

行うことをいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認められる場

合 一の年において５日（その養育

（１１）小学校就学の始期に達するまで

の子（配偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育する職員

が、その子の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要なもの

として市長が定めるその子の世話を

行うことをいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認められる場

合 一の年において５日（その養育



する中学校就学の始期に達するまで

の子が２人以上の場合にあっては、

１０日）の範囲内の期間 

する小学校就学の始期に達するまで

の子が２人以上の場合にあっては、

１０日）の範囲内の期間 

（１２）～（２２）（略） （１２）～（２２）（略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 

この規則は、令和３年５月１日から施行する。 


